
寄付金控除に関するお願い 

 

事前に以下の 2 点をご確認くださいますようお願いいたします。 

1. その寄付が住民税の控除対象になるかどうか 

2. 対象の場合、下図の赤枠内のどの項目に該当するか 

 

 

※ご不明な場合は当会でお調べすることも可能ですが、本日中に指導が終わらない場合や、複数回のご来所が必要となる 

場合がございますのでご注意ください。 

 

 

 


